
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

規

則

】

○

岡

山

県

中

小

企

業

高

度

化

資

金

貸

付

規

則

の

一

経

営

支

援

課

部

を

改

正

す

る

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

岡

山

県

中

小

企

業

支

援

資

金

融

資

制

度

要

綱

の

経

営

支

援

課

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

○

指

定

納

付

受

託

者

の

指

定

デ

ジ

タ

ル

推

進

課

○

知

事

指

定

薬

物

の

指

定

の

失

効

医

薬

安

全

課

○

優

良

図

書

の

推

奨

子

ど

も

家

庭

課

○

有

害

図

書

の

指

定

〃

○

特

定

計

量

器

定

期

検

査

工

業

技

術

セ

ン

タ

ー

○

保

安

林

の

指

定

の

解

除

治

山

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

土

砂

災

害

警

戒

区

域

等

の

指

定

防

災

砂

防

課

○

〃

〃

【

】

公

告

○

公

共

測

量

の

終

了

監

理

課

【

】

教

育

委

員

会

○

岡

山

県

文

化

財

保

護

条

例

に

基

づ

く

文

化

財

の

教

育

委

員

会

指

定 岡

山

県

公

報

令和７年３月１８日 第１２６８５号



◎
岡
山
県
規
則
第
八
号

岡
山
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
備
考
第
四
号
中
「
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
を
「
物
資

の
流
通
の
効
率
化
に
関
す
る
法
律
」
に

「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

、

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和７年３月１８日　岡山県公報　第１２６８５号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
号

岡
山
県
中
小
企
業
支
援
資
金
融
資
制
度
要
綱
（
平
成
二
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
八
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

「

」

「

」

、「

」

「

」

、

。

第
二
条
第
十
七
号
中

感
染
症
対
応
型

を

経
営
改
善
・
再
生
支
援
強
化
型

に

二
〇
二
一
〇
三
一
〇
中
庁
第
二
号

を

二
〇
二
五
〇
一
二
〇
中
庁
第
十
二
号

に
改
め

同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る

二
十

協
調
支
援
型
特
別
保
証

協
調
支
援
型
特
別
保
証
制
度
要
綱
（
二
〇
二
五
〇
一
一
五
中
庁
第
十
四
号
）
に
基
づ
き
全
国
的
に
統
一
し
て
設
け
ら
れ
た
信
用
保
証
制
度
を
い
う
。

第
四
条
第
十
三
号
中
「
感
染
症
対
応
型
」
を
「
経
営
改
善
・
再
生
支
援
強
化
型
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
四

別
表
第
十
四
号
に
掲
げ
る
資
金
の
融
資
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
協
調
支
援
型
特
別
保
証
を
受
け
る
こ
と
。

別
表
第
十
三
号
中
「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に

「0
.
2
0

」
を
「0

.
3
0

」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

感
染
症
対
応
型

経
営
改
善
・
再
生
支
援
強
化
型

５
年

３
年

％
％

、

、

協
調
支
援
型
特
別

協
調
支
援
型
特
別
保
証
の
対
象
と

事
業
経
営
に
必

同
上

年
以
内

運
転
資

同
上

年
％

付
表
５
の

同
上

同
上

1
4

(
1
)

1
0

（

1
.
8
0

資
金

な
る
者

要
な
運
転
資
金
及

金
に
あ
っ
て
は
１
年

以
内

と
お
り

び
設
備
資
金

土
以
内

設
備
資
金
及

（

，

地
取
得
資
金
を
除

び
運
転
設
備
資
金
に

く
あ
っ
て
は
３
年
以

。）

(
2
)

）

知
事
が
別
に
定

内

め
る
既
往
の
借
入

金
の
返
済
資
金

別
表
の
備
考
に
３
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

。

３
第

号
に
掲
げ
る
資
金
の
融
資
条
件
は

保
証
付
き
融
資
に
限
る

1
4

，

付
表
四
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

付
表
５

区
分

１
２

３
４

５
６

７
８

９

0
.
9
5

0
.
8
8

0
.
7
8

0
.
6
8

0
.
5
8

0
.
5
0

0
.
4
0

0
.
3
0

0.
23

協
調
支
援
型
特
別
保
証
の
申
込
人
資
格
要
件
１
に
該
当
し

（

）

，

保
証
協
会
へ
の
保
証
申
込
日
が
令
和
８
年
３
月

日
ま
で

3
1

協
調
支
援
型
特
別
保
証
の
申
込
人
資
格
要
件
１
に
該
当
し

（

）

，

1
.
2
7

1
.
1
7

1
.
0
4

0
.
90

0
.
7
7

0
.
6
7

0
.
5
4

0
.
4
0

0
.
3
0

保
証
協
会
へ
の
保
証
申
込
日
が
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
令
和

９
年
３
月

日
ま
で

3
1

協
調
支
援
型
特
別
保
証
の
申
込
人
資
格
要
件
１
に
該
当
し

（

）

，

1
.
4
3

1
.
3
2

1
.
1
7

1
.
0
2

0
.
8
7

0
.
7
5

0
.6
0

0.
45

0
.
3
4

保
証
協
会
へ
の
保
証
申
込
日
が
令
和
９
年
４
月
１
日
か
ら
令
和

令和７年３月１８日　岡山県公報　第１２６８５号



年
３
月

日
ま
で

1
0

3
1

1
.
4
3

1
.3
2

1.
17

1
.
0
2

0
.
8
7

0
.
7
5

0
.
6
0

0
.
4
5

0
.
3
4

協
調
支
援
型
特
別
保
証
の
申
込
人
資
格
要
件

２
に
該
当
す

（

）

る
場
合

（

）

単
位
：
％

。

備
考

付
表
１
の
備
考
の
規
定
は

こ
の
表
に
つ
い
て
準
用
す
る

，

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
中
小
企
業
支
援
資
金
融
資
制
度
要
綱
別
表
第
十
三
号
に
掲
げ
る
資
金
で
あ
っ
て
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
岡
山
県
信
用
保
証
協
会
が
保
証
の
申
込
み
を
受
け
付
け

た
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

令和７年３月１８日　岡山県公報　第１２６８５号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
号 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
納
付
受
託
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
住
所 

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ 

東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
三
番
三
号 

二 

指
定
の
日 

令
和
七
年
三
月
十
四
日 

三 

指
定
納
付
受
託
者
が
取
り
扱
う
歳
入
の
種
類 

岡
山
県
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
コ
ー
ド
決
済
を
利
用
し
て
納
付
す
る
使
用
料
及
び
手
数
料 

四 

指
定
納
付
受
託
者
に
よ
る
納
付
の
事
務
を
開
始
す
る
日 

令
和
七
年
四
月
一
日 
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
六
号 

 

岡
山
県
危
険
な
薬
物
か
ら
県
民
の
命
と
く
ら
し
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
十
七

号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
は
、

そ
の
効
力
を
失
っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

知
事
指
定
薬
物
の
名
称 

１ 

（
八
Ｒ
）
―
Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
エ
チ
ル
―
六
―
メ
チ
ル
―
一
―
［
三
―
（
ト
リ
メ
チ
ル
シ
リ
ル
）
プ

ロ
パ
ノ
イ
ル
］
―
九
・
十
―
ジ
デ
ヒ
ド
ロ
エ
ル
ゴ
リ
ン
―
八
―
カ
ル
ボ
キ
シ
ア
ミ
ド
（
通
称
名
一

Ｓ
―
Ｌ
Ｓ
Ｄ
）
及
び
そ
の
塩
類 

２ 

Ｎ
―
メ
チ
ル
―
Ｎ
―
プ
ロ
ピ
ル
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
（
通
称
名
Ｍ
Ｐ
Ｔ
、
Ｍ
ｅ
ｔ
ｈ
ｙ
ｌ
ｐ
ｒ
ｏ
ｐ

ｙ
ｌ
ｔ
ｒ
ｙ
ｐ
ｔ
ａ
ｍ
ｉ
ｎ
ｅ
）
及
び
そ
の
塩
類 

３ 

五
―
ニ
ト
ロ
―
二
―
［
（
四
―
プ
ロ
ポ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
メ
チ
ル
］
―
一
―
［
二
―
（
ピ
ロ
リ

ジ
ン
―
一
―
イ
ル
）
エ
チ
ル
］
―
一
Ｈ
―
ベ
ン
ゾ
［
ｄ
］
イ
ミ
ダ
ゾ
ー
ル
（
通
称
名
Ｐ
ｒ
ｏ
ｔ
ｏ

ｎ
ｉ
ｔ
ａ
ｚ
ｅ
ｐ
ｙ
ｎ
ｅ
、
Ｎ
―
Ｐ
ｙ
ｒ
ｒ
ｏ
ｌ
ｉ
ｄ
ｉ
ｎ
ｏ 

ｐ
ｒ
ｏ
ｔ
ｏ
ｎ
ｉ
ｔ
ａ
ｚ
ｅ
ｎ

ｅ
）
及
び
そ
の
塩
類 

二 

指
定
の
失
効
の
理
由 

 

条
例
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
薬
物
に
指
定
さ
れ
た
た
め 

三 

失
効
年
月
日 

 

令
和
七
年
三
月
十
五
日 
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
七
号 

 

岡
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
の
た
め
特
に
有
益
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
図
書
を
次
の
と
お
り
推
奨
す
る
。 

 
 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 

 
 

番
号

 
 

 
 

図
 

 
書

 
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
著

 
 

 
者

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

発
 

行
 

所
 

 
 

 
 

 
対

 
 

 
象

 
 

 
１

 
 

 
オ

ム
ち

ゃ
ん

の
お

て
つ

だ
い

け
ん

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
き

だ
に

 
や

す
の

り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

作
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教

育
画

劇
 
 
 
 
幼

児
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ

た
な

べ
 

あ
や

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
絵

 

 
２

 
 

 
か

え
る

場
所

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
千

広
兄

弟
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
作

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中

央
公

論
新

社
 

 
 
小

学
生

（
低

）
 
 

 
３

 
 

 
ガ

ラ
ガ

ラ
が

ら
く

た
！

？
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
エ

ミ
リ

ー
 

グ
ラ

ヴ
ェ

ッ
ト

 
 
 
 
 
作

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｂ

Ｌ
出

版
 
 
 
 
 

〃
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
な

か
が

わ
 

ち
ひ

ろ
 

 
 

 
 

 
訳

 

４
 

 
 

や
さ

し
さ

さ
が

し
 

い
た

ず
ら

ネ
コ

と
や

さ
し

い
お

ば
け

 
 

 
 

 
お

か
も

と
 

ま
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
原

案
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ

コ
モ

 
 
 
 
 

〃
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
N
O
N
 
 
S
T
Y
L
E
 
 
石

田
 

明
 

 
 

 
脚

本
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ē
H
O
N
 

I
N
C
.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

制
作

・
監

修
 

 
５

 
 

 
過

去
を

知
り

、
未

来
を

守
る

 
わ

た
し

た
ち

の
地

球
と

気
候

変
動

 
 
 
森

田
 

香
菜

子
 

 
 

 
 

 
 

 
監

修
 

 
 

 
 

偕
成

社
 

 
 
小

学
生

（
高

）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミ
ヤ
タ

 
ジ
ロ

ウ
・

デ
ュ

フ
ォ
恭

子
 

絵
 

 
６

 
 

 
水

の
は

な
し

 
水

を
め

ぐ
る

冒
険

の
旅

へ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
オ

リ
ガ

・
フ

ァ
ジ

ェ
ー

エ
ヴ

ァ
 

 
文

・
絵

 
 

 
 

鈴
木

出
版
 

 
 
 

〃
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
横

山
 

和
江

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
訳

 

 
７

 
 

 
も

し
ぼ

く
が

鳥
だ

っ
た

ら
 

パ
レ

ス
チ

ナ
と

ガ
ザ

の
も

の
が

た
り

 
 
フ

ァ
ー

テ
ィ

マ
・

シ
ャ

ラ
フ

ェ
ッ

デ
ィ

ー
ン
 

文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ

ぎ
書

房
 

 
 

〃
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ア

マ
ル

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
絵

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
片

桐
 

早
織

 
 

 
 

 
 

 
 

 
訳

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
鈴

木
 

啓
之

 
 

 
 

 
 

 
 

 
解

説
 

 
８

 
 

 
ワ

ル
イ

コ
い

ね
が

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
安

東
 

み
き

え
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
著

 
 

 
 

 
 

講
談

社
 

 
 

〃
 
 

 
９

 
 

 
根

っ
か

ら
の

悪
人

っ
て

い
る

の
？

 
被

害
と

加
害

の
あ

い
だ

 
 

 
 
坂

上
 

香
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
著

 
 

 
 

 
 

創
元

社
 

 
 
中

学
生
 

 

令和７年３月１８日　岡山県公報　第１２６８５号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
八
号 

 

岡
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
図
書
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

番
号

 
 

種
 

別
 

 
 

 
 

名
 

 
 

 
称

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
発

行
者

等
 

 

 
１

 
 

 
雑

誌
 

 
 

ア
ク

シ
ョ

ン
ピ

ザ
ッ

ツ
 

２
０

２
５

年
４

月
号

 
 

双
葉

社
 

 
２

 
 

 
 

〃
 
 

 
 
 
コ

ミ
ッ

ク
・

マ
シ

ョ
ウ

 
２

０
２

５
年

４
月

号
 
 
 
 
三

和
出

版
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
３

 
 

 
 

〃
 
 

 
 

コ
ミ

ッ
ク

ミ
ル

フ
 

２
０

２
５

年
４

月
号

 
 

 
 
 
テ

ィ
ー

ア
イ

ネ
ッ

ト
 

 
４

 
 

 
 

〃
 
 

 
 

デ
ィ

ア
プ

ラ
ス

 
２

０
２

５
年

３
月

号
 

 
 
 
 
 
 
 
新

書
館
 

 
５

 
 

 
 

〃
 

 
 

 
特

ダ
ネ

Ｔ
Ａ

Ｂ
Ｏ

Ｏ
！

５
５

 
美

女
の

春
爛

漫
号

 
メ

デ
ィ

ア
ッ

ク
ス
 
 

令和７年３月１８日　岡山県公報　第１２６８５号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
九
号 

 

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
に
係
る
定

期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

 
な
お
、
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器
は
、
ひ
ょ
う
量
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
非
自
動
は
か
り
（
計

量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
五
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）
、
分
銅
及
び
お
も
り
と
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

定
期
検
査
を
行
う
区
域
、
場
所
及
び
期
日 

 

早

島

町 

吉
備
中
央
町 

鏡

野

町 

区 

域 

早
島
町
役
場 

 

〃 吉
備
中
央
町
ロ
マ
ン
高
原
か
よ
う
総

合
会
館 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

吉
備
中
央
町
加
茂
川
庁
舎 

 

〃 富
振
興
セ
ン
タ
ー 

 

上
斎
原
振
興
セ
ン
タ
ー 

 

奥
津
振
興
セ
ン
タ
ー 

 

〃 

 

鏡
野
町
商
工
会
本
所 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

 
 

場 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

〃 
 

二
十
二
日 

一
〇
：
三
〇
～ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
二
：
〇
〇 

〃 
 

 
 

〃 
 

一
三
：
三
〇
～ 

〃 
 

 

十
九
日 

一
〇
：
三
〇
～ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
二
：
〇
〇 

〃 
 

 
 

〃 
 

一
三
：
三
〇
～ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
：
〇
〇 

〃 
 

 

二
十
日 

一
〇
：
三
〇
～ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
二
：
〇
〇 

〃 
 

 
 

〃 
 

一
三
：
三
〇
～ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
：
〇
〇 

〃 
 

二
十
一
日 

一
〇
：
三
〇
～ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
二
：
〇
〇 

〃 
 

 
 

〃 
 

一
三
：
三
〇
～ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
：
〇
〇 

令
和
七
年 

 
 

 

一
〇
：
三
〇
～ 

 
 

五
月
十
二
日 

 
 

一
二
：
〇
〇 

〃 
 

 
 

〃 
 

一
三
：
三
〇
～ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
：
〇
〇 

〃 
 

 

十
三
日 

一
〇
：
三
〇
～ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
二
：
〇
〇 

〃 
 

 
 

〃 
 

一
三
：
三
〇
～ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
：
〇
〇 

〃 
 

 
十
四
日 

一
〇
：
三
〇
～ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
二
：
〇
〇 

〃 
 

 
 

〃 
 

一
三
：
三
〇
～ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
：
〇
〇 

〃 
 

 

十
五
日 
一
〇
：
三
〇
～ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
二
：
〇
〇 

〃 
 

 
 

〃 
 

一
三
：
三
〇
～ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
：
〇
〇 

 

期 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

日 

令和７年３月１８日　岡山県公報　第１２６８５号



二 
実
施
機
関 

 
 

岡
山
県
指
定
定
期
検
査
機
関 

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
計
量
協
会 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
五
：
〇
〇 

 

令和７年３月１８日　岡山県公報　第１２６８５号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

玉
野
市
宇
野
八
丁
目
三
二
四
八
の
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

令和７年３月１８日　岡山県公報　第１２６８５号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
一
号 

 
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。 

 
 

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 
 
 

令
和
七
年
三
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 
県
道 

 

二 

路 

線 

名 

六
条
院
東
里
庄
線 

三 

道
路
の
区
域 

  

  

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
新
庄
字
金
堂
三
七
六
五
番

一
地
先
か
ら 

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
新
庄
字
梶
山
二
九
三
二
番

一
地
先
ま
で 

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
新
庄
字
金
堂
三
七
六
五
番

一
地
先
か
ら 

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
新
庄
字
干
瓜
四
五
〇
四
番

一
地
先
を
経
て 

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
新
庄
字
鍋
ケ
迫
四
八
〇
一

番
一
地
先
を
経
て 

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
新
庄
字
太
治
郎
開
地
五
三

三
八
番
一
地
先
ま
で 

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
新
庄
字
金
堂
三
七
六
五
番

一
地
先
か
ら 

浅
口
郡
里
庄
町
大
字
新
庄
字
梶
山
二
九
三
二
番

一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

域 

旧 新 

新
旧

別 

五
・
九
～ 

五
〇
・
四 

一
四
・
〇
～ 

五
二
・
三 

五
・
九
～ 

五
二
・
三 

幅 
 

 

員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
二
三
三
・
二 

一
二
四
一
・
九 

一
二
三
三
・
二 

延 
 

 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

令和７年３月１８日　岡山県公報　第１２６８５号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
二
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
前

。

市
の
区
域
内
に
お
い
て
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す

る
。

令
和
七
年
三
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域

箇

所

番

号

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

指
定
の
区
域

な
る
自
然
現
象
の
種
類

二
一
一
Ｋ
日
生
町
日
生
〇
二
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

箇

所

番

号

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

指
定
の
区
域
及
び
法
第

な
る
自
然
現
象
の
種
類

九
条
第
二
項
括
弧
書
に

規
定
す
る
土
砂
災
害
警

戒
区
域
等
に
お
け
る
土

砂
災
害
防
止
対
策
の
推

進
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
平
成
十
三
年
政
令

第
八
十
四
号
）
で
定
め

る
衝
撃
に
関
す
る
事
項

二
一
一
Ｋ
日
生
町
日
生
〇
二
六

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

各
区
域
に
つ
い
て

「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岡
山
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び
岡
山

、

県
備
前
県
民
局
建
設
部
東
備
地
域
管
理
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令和７年３月１８日　岡山県公報　第１２６８５号



◎
岡
山
県
告
示
第

号

百
十
三

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
笠
岡

。

市
の
区
域
内
に
お
い
て
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す

る
。

令
和
七
年
三
月
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域

箇

所

番

号

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

指
定
の
区
域

な
る
自
然
現
象
の
種
類

二
〇
五
Ｋ
大
冝
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

箇

所

番

号

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と

指
定
の
区
域
及
び
法
第

な
る
自
然
現
象
の
種
類

九
条
第
二
項
括
弧
書
に

規
定
す
る
土
砂
災
害
警

戒
区
域
等
に
お
け
る
土

砂
災
害
防
止
対
策
の
推

進
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
平
成
十
三
年
政
令

第
八
十
四
号
）
で
定
め

る
衝
撃
に
関
す
る
事
項

二
〇
五
Ｋ
大
冝
〇
〇
三

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

各
区
域
に
つ
い
て

「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岡
山
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び
岡
山

、

県
備
中
県
民
局
建
設
部
井
笠
地
域
管
理
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令和７年３月１８日　岡山県公報　第１２６８５号



〔
九
六
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
倉
敷
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ

っ
た
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

倉
敷
市
新
田
及
び
八

軒
屋
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日 

終

了

年

月

日 

令和７年３月１８日　岡山県公報　第１２６８５号



◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

岡
山
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
年
岡
山
県
条
例
第
六
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
岡
山
県
指
定
重
要
文
化
財
、
岡
山
県
指
定
史
跡
及
び
岡
山

県
指
定
名
勝
の
指
定
を
す
る
。

令
和
七
年
三
月
十
八
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

一

指

定

番

号

有
第
三
九
三
号

二

種

別

重
要
文
化
財

工
芸
品

三

名
称
及
び
員
数

黒

漆

塗
黒

糸

威

菱
綴
桶

側
二
枚
胴
具
足

一
領

く
ろ
う
る
し
ぬ
り
く
ろ
い
と
お
ど
し
ひ
し
と
じ
お
け
が
わ
に
ま
い
ど
う
ぐ
そ
く

四

所

在

地

岡
山
市
北
区
丸
の
内
二
丁
目
七
番
一
五
号

五

所

有

者

一
般
財
団
法
人
林
原
美
術
館

六

製

作

年

代

江
戸
時
代
前
期
（
十
七
世
紀
）

七

指

定

理

由

本
甲

冑
は
、
日
本
甲
冑
の
諸
形
式
の
う
ち
、
安
土
桃
山
時
代
に
成
立
す
る
当
世
具
足
で
あ
る
。

か
っ
ち
ゅ
う

造
形
上
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
全
体
を
黒
色
の
意
匠
で
統
一
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
鉄
や

革
の
部
材
は
黒
漆
塗
と
し
、
威

毛
に
黒
糸
、
金
物
に
赤

銅
、
家
地
に
黒
繻
子
を
用
い
る
。

お
ど
し
げ

し
ゃ
く
ど
う

く
ろ
し
ゅ
す

兜
は
頭

形

兜
。
漆
下
地
で
全
体
を
平
滑
に
し
て
、
正
面
に

鎬

を
立
て
、
眉

形
を
飾
る
。
眉

庇

ず
な
り
か
ぶ
と

し
の
ぎ

ま
ゆ
が
た

ま
び
さ
し

の
刳
り
込
み
は
浅
い
。
前

立
は
欠
失
す
る
。

□

の
刳
り
込
み
は
浅
い
。
前

立
は
欠
失
す
る
。

は
日
根
野

□

の
刳
り
込
み
は
浅
い
。
前

立
は
欠
失
す
る
。

で
吹

返
は
な
い
。

く

ま
え
だ
て

し
こ
ろ

ひ

ね

の

じ
こ
ろ

ふ
き
か
え
し

胴
は
横

矧
桶
側
二
枚
胴
。
横
長
の
板

札
を
菱
綴
し
、
胸
板
と
脇
板
を
毛

引

威
で
繋
ぐ
。
胴
内
面

よ
こ
は
ぎ

い
た
ざ
ね

け
び
き
お
ど
し

は
黒
革
貼
り
。
肩
の
小
鰭
は
威
小
鰭
。
胸
部
の
両

乳

鐶
と
背
面
の
総

角

付
鐶
に
は
揚

羽
蝶
紋
を

こ
び
れ

り
ょ
う
ち
の
か
ん

あ
げ
ま
き
づ
け

あ
げ
は
ち
ょ
う
も
ん

飾
る
。
背
面
に
は
総
角
を
結
ぶ
。
胴
下
端
の
両
側
と
背
面
中
央
を
大
き
く
刳
り
込
む
。
肩

上
と

わ
た
が
み

押

付

板
の
接
合
部
を
補
強
す
る
三
日
月
板
を
有
す
る
。
草

摺
は
七
間
で
、
腰

革

付
に
し
て
胴
下

お
し
つ
け
い
た

く
さ
ず
り

け
ん

こ
し
か
わ
づ
け

端
に
取
り
付
け
る
。
籠
手
は

瓢

籠
手
。
手

甲
に
は
切

鉄
で
揚
羽
蝶
紋
を
飾
る
。
佩

楯
は
伊
予
佩

こ

て

ふ
く
べ

て
っ
こ
う

き
り
か
ね

は
い
だ
て

楯
。
臑

当
は
五
本
篠
臑
当
で
あ
る
。

す
ね
あ
て

し
の

袖
に
は
、
大
袖
を
備
え
る
。
七
段
下
が
り
の
札

板
の
上
部
三
段
を
、
鉄
小
札
と
革
小
札
の
鉄
交

さ
ね
い
た

か
な
ま

ぜ
と
す
る
。
小
札
の
形
状
及
び
上
部
三
段
に
逆
三
角
形
に
鉄
の
小
札
が
入
る
鉄
交
ぜ
の
状
況
か
ら
、

来
歴
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
室
町
時
代
後
期
（
十
六
世
紀
）
頃
に
作
ら
れ
た
大
鎧
に
付
属
し
て
い

た
大
袖
と
考
え
ら
れ
る
。

本
甲
冑
は
、
岡
山
藩
主
池
田
家
旧
蔵
品
で
、
附
属
す
る
具
足
櫃
の
貼
紙
に
「
輝
政
公
御
召
」
と

び
つ

あ
り
、
明
治
時
代
に
作
ら
れ
た
池
田
家
の
什

物
台
帳
『
調
度
記

（
岡
山
大
学
附
属
図
書
館
池
田

』

じ
ゅ
う
も
つ

ち
ょ
う
ど
き

家
文
庫
蔵
）
に
も
「
輝
政
公
御
召
領
」
と
記
載
さ
れ
、
池
田
輝
政
（
一
五
六
四

一
六
一
三
）
の
所

―

。

、

、

、

用
と
伝
え
ら
れ
て
き
た

し
か
し
な
が
ら

三
日
月
板
が
付
く
点

胴
下
端
の
刳
り
込
み
が
深
い
点

装
飾
の
意
匠
に
家
紋
を
用
い
る
点
な
ど
の
特
徴
か
ら
、
実
際
の
製
作
年
代
は
十
七
世
紀
中
葉
と
推
定

で
き
る
。
製
作
推
定
時
期
か
ら
推
察
す
る
な
ら
ば
、
輝
政
の
孫
で
あ
る
池
田
光
政
（
一
六
〇
九

一
―

六
八
二
）
が
製
作
に
関
与
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
武
家
社
会
で
は
先
祖
顕
彰

の
動
き
が
広
が
っ
て
お
り
、
本
甲
冑
も
、
先
祖
顕
彰
の
た
め
に
製
作
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

本
甲
冑
は
、
機
能
性
を
重
視
し
て
装
飾
性
を
抑
え
つ
つ
、
漆
塗
や
金
物
の
彫
金
な
ど
全
体
の
仕
立

て
は
上
質
で
あ
る
。
要
所
に
池
田
家
の
家
紋
の
揚
羽
蝶
紋
を
飾
り
、
ま
た
室
町
時
代
後
期
の
大
袖
を

流
用
し
て
武
家
と
し
て
の
歴
史
と
権
威
を
示
し
て
お
り
、
大
名
藩
主
に
相
応
し
い
甲
冑
と
評
価
で
き

る
。
江
戸
時
代
前
期
に
遡
る
大
名
藩
主
ク
ラ
ス
の
甲
冑
は
全
国
的
に
も
例
が
少
な
く
、
美
術
工
芸
品

及
び
歴
史
資
料
と
し
て
の
価
値
は
極
め
て
高
い
。

一

指

定

番

号

有
第
三
九
四
号

二

種

別

重
要
文
化
財

建
造
物

三

名
称
及
び
員
数

吉
備
津
彦
神
社

渡

殿
・
釣

殿
・
祭

文

殿
・
軒

廊
・
拝

殿
・
神

饌

所

わ
た
り
で
ん

つ
り
で
ん

さ
い
も
ん
で
ん

こ
ん
ろ
う

は
い
で
ん

し
ん
せ
ん
じ
ょ
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六
棟

附

設
計
図

二
三
枚

つ
け
た
り

四

所

在

地

岡
山
市
北
区
一
宮
一
〇
四
三
番
地

五

所

有

者

宗
教
法
人
吉
備
津
彦
神
社

六

年

代

昭
和
十
一
（
一
九
三
六
）
年

七

指

定

理

由

吉
備
津
彦
神
社
は
、
備
前
国
と
備
中
国
の
境
界
を
な
す
吉
備
中
山
の
北
東
麓
に
所
在
す
る
。
主
祭

き
び
の
な
か
や
ま

神
は
大
吉
備
津
彦
命
で
、
備
前
国
一
宮
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
、
近
世
に
は
岡
山
藩
主
の
崇
敬
を
受
け

た
。
近
代
の
社
格
制
度
で
は
初
め
県
社
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
に
国

幣

小

社

こ
く
へ
い
し
ょ
う
し
ゃ

に
昇
格
し
て
い
る
。

元
禄
十
（
一
六
九
七
）
年
に
岡
山
藩
主
池
田
綱
政
が
再
建
し
た
当
時
の
建
築
と
し
て
、
本
殿
（
県

指
定
重
要
文
化
財

、
中
門
（
市
指
定
重
要
文
化
財

、
随

神

門
（
同
）
が
現
存
す
る
が
、
渡
殿
・

）

）
ず
い
じ
ん
も
ん

祭
文
殿
・
拝
殿
等
は
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
の
火
災
で
焼
失
し
、
翌
年
再
建
に
着
手
、
十
一
（
一

）

。

「

」

九
三
六

年
に
竣
成
し
た
も
の
で
あ
る

昭
和
七
年
か
ら
九
年
に
作
成
さ
れ
た
社
殿
設
計
図
に

角
南

す
な
み

「
齋
藤

「
山
内

「
上
田
」
の
押
印
が
あ
り
、
旧
内
務
省
神
社
局
の
角
南
隆
、
齋
藤
常
之
、
山
内

」

」

泰
明
、
上
田
萬
次
郎
が
設
計
に
携
わ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

渡
殿
・
釣
殿
・
祭
文
殿
・
軒
廊
・
拝
殿
は
本
殿
正
面
の
軸
線
上
に
並
び
配
さ
れ
、
釣
殿
か
ら
拝
殿

は
、
縁
よ
り
下
を
主
と
し
て
石
造
と
す
る
。
建
物
相
互
を
接
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
機
能
性
を
高
め

る
と
と
も
に
、
各
社
殿
の
屋
根
が
連
な
り
な
が
ら
変
化
を
見
せ
豊
か
な
社

頭
景
観
を
つ
く
っ
て
い

し
ゃ
と
う

る
。
こ
れ
ら
の
社
殿
は
本
殿
に
向
か
っ
て
徐
々
に
床
面
を
上
げ
、
渡
殿
の
奥
一
間
は
さ
ら
に
一
段
高

め
る
と
い
う
巧
み
な
配
置
計
画
を
も
ち
、
各
社
殿
の
神
聖
度
に
応
じ
た
意
匠
及
び
形
式
が
表
現
さ
れ

て
い
る
。

渡
殿
は
、
木
造
平
屋
建
、
入
母
屋
造
で
、
桁
行
五
間
、
梁
間
三
間
の
規
模
で
あ
る
。
亀
腹
上
に

は
り

腰
組
付
き
縁
、
組

高

欄
を
廻
し
、
壁
面
は
正
面
中
央
と
側
面
前
一
間
に
両
開
き
板
戸
、
他
は
蔀

戸

く
み
こ
う
ら
ん

し
と
み
ど

を
立
て
る
。
組
物
は
二
手
先
、
中

備
え
蓑

束
、
蛇
腹
支
輪
を
入
れ
、
軒
は
二
軒
繁
垂
木
と
し
、
本

ふ
た
て
さ
き

な
か
ぞ
な

み
の
づ
か

じ
ゃ
ば
ら
し
り
ん

ふ
た
の
き
し
げ
だ
る
き

殿
の
意
匠
に
準
じ
る
。
祭
文
殿
は
、
木
造
平
屋
建
、
切
妻
造
で
、
桁
行
九
間
、
梁
間
三
間
の
規
模
で

あ
る
。
亀
腹
の
上
方
に
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
片
持
ち
梁
を
設
け
、
縁
及
び
組
高
欄
を
廻
す
。
壁

面
は
腰
長
押
よ
り
上
に
連
子
窓
を
配
し

側
面
中
央
間
に
は
明
り
障
子
付
き
の
諸

折
両
開
き
桟
唐
戸

、

こ
し
な
げ
し

れ
ん
じ
ま
ど

も
ろ
お
り

さ
ん
か
ら
ど

を
立
て
る
。
組
物
は
舟
肘
木
の
み
で
、
軒
は
二
軒
疎
垂
木
で
あ
る
。
拝
殿
は
、
木
造
平
屋
建
、
入

ふ
な
ひ
じ

き

ふ
た
の
き
ま
ば
ら
だ
る
き

母
屋
造
で
、
桁
行
七
間
、
梁
間
三
間
、
向

拝
三
間
の
規
模
で
あ
る
。
壇
正
積
基
壇
の
上
に
建
ち
、

こ
う
は
い

だ
ん
じ
ょ
う
づ
み
き
だ
ん

組
高
欄
を
廻
す
。
壁
面
は
腰
長
押
よ
り
上
部
を
引
き
違
い
の
明
り
障
子
と
し
、
正
面
三
間
と
側
面
中

央
間
に
諸
折
両
開
き
板
戸
を
立
て
る
。
組
物
は
平
三
斗
で
中
央
間
の
み
中
備
え
蟇

股
を
入
れ
、
軒

ひ
ら
み
つ
ど

か
え
る
ま
た

は
二
軒
疎
垂
木
で
あ
る
。
天
井
は
中
央
部
を
折

上

格
天
井
と
す
る
。
渡
殿
と
祭
文
殿
を
つ
な
ぐ
釣

お
り
あ
げ
ご
う

殿
、
祭
文
殿
と
拝
殿
を
つ
な
ぐ
軒
廊
も
木
造
平
屋
建
で
壇
正
積
基
壇
の
上
に
建
ち
、
軒
は
二
軒
疎
垂

木
で
あ
る
。
神
饌
所
は
、
祭
文
殿
南
に
位
置
し
、
正
面
に
一
間
の
向
拝
を
設
け
る
。
木
造
平
屋
建
、

入
母
屋
造
で
、
桁
行
四
間
半
、
梁
間
二
間
半
の
規
模
で
あ
る
。
壁
面
は
腰
長
押
よ
り
上
に
連
子
窓
を

配
し
、
正
面
及
び
側
面
に
明
り
障
子
付
き
の
両
開
き
桟
唐
戸
を
立
て
る
。
組
物
は
舟
肘
木
の
み
で
、

。

、

一

軒
疎
垂
木
の
簡
素
な
意
匠
と
す
る

以
上
の
社
殿
の
屋
根
は
す
べ
て
当
初
檜
皮
葺
で
あ
っ
た
が

ひ
と
の
き

ひ
わ
だ
ぶ
き

昭
和
五
十
年
代
に
銅
板
葺
に
改
変
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
社
殿
は
、
旧
内
務
省
神
社
局
が
造
営
に
関
与
し
た
昭
和
初
期
の
大
規
模
社
殿
と
し
て
県

内
に
例
を
見
な
い
も
の
で
あ
り
、
良
好
な
状
態
を
保
ち
現
存
す
る
点
は
貴
重
で
あ
る
。
和
様
を
中
心

に
古
式
を
重
視
し
た
造
り
で
あ
る
が
、
鳳
凰
を
模
し
た
木
鼻
や
複
雑
な
文
様
の
虹

梁
彫
刻
、
拝
殿

き
ば
な

こ
う
り
ょ
う

の
一
部
の
柱
を
吹
寄
せ
と
す
る
な
ど
、
各
所
に
大
胆
な
近
代
的
デ
ザ
イ
ン
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、

祭
文
殿
・
軒
廊
・
拝
殿
の
内
部
を
石
敷
の
土
間
形
式
と
し
て
立
礼
に
対
応
し
、
一
部
に
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
を
使
用
す
る
な
ど
の
点
も
、
近
代
的
な
特
徴
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
設
計
者
の
一
人
角
南
隆

（
一
八
八
七

一
九
八
〇
）
は
倉
敷
市
児
島
の
出
身
で
あ
る
。
角
南
は
、
吉
野
神
宮
（
昭
和
七
年
改

―
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築

、
橿
原
神
宮
（
昭
和
十
四
年
再
整
備

、
近
江
神
宮
（
昭
和
十
五
年
創
建
）
等
、
戦
前
に
全
国

）

）

で
実
施
さ
れ
た
官
国
幣
社
の
整
備
に
多
く
携
わ
る
な
ど
、
近
代
の
神
社
建
築
史
上
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
お
り
、
本
件
も
そ
の
作
例
と
し
て
も
高
い
価
値
を
有
す
る
。

一

指

定

番

号

記
第
一
一
八
号

二

種

別

史
跡

三

名
称
及
び
員
数

緑

山
古
墳
群

六
号
墳
・
七
号
墳
・
八
号
墳

三
基

み
ど
り
や
ま

四

所

在

地

総
社
市
上
林
三
六
四
番
地

一
及
び
三
七
六
番
地

一
の
一
部

―

―

範

囲

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
に
よ
る
第
Ⅴ
座
標
系
を

基
準
と
す
る
第
一
地
点
（
Ｘ
＝
マ
イ
ナ
ス
一
四
六
七
一
〇
メ
ー
ト
ル
、
Ｙ
＝
マ

イ
ナ
ス
五
一
〇
六
〇

、
第
二
地
点
（
Ｘ
＝
マ
イ
ナ
ス
一
四
六
七
二
〇
、
Ｙ
＝

）

マ
イ
ナ
ス
五
一
〇
七
〇

、
第
三
地
点
（
Ｘ
＝
マ
イ
ナ
ス
一
四
六
七
四
〇
、
Ｙ

）

＝
マ
イ
ナ
ス
五
一
〇
七
〇

、
第
四
地
点
（
Ｘ
＝
マ
イ
ナ
ス
一
四
六
七
五
〇
、

）
）
、

（

、

Ｙ
＝
マ
イ
ナ
ス
五
一
〇
六
〇

第
五
地
点

Ｘ
＝
マ
イ
ナ
ス
一
四
六
七
五
三

）
、

（

、

Ｙ
＝
マ
イ
ナ
ス
五
一
〇
五
〇

第
六
地
点

Ｘ
＝
マ
イ
ナ
ス
一
四
六
七
四
四

）
、

（

、

Ｙ
＝
マ
イ
ナ
ス
五
一
〇
四
〇

第
七
地
点

Ｘ
＝
マ
イ
ナ
ス
一
四
六
七
五
〇

）
、

（

、

Ｙ
＝
マ
イ
ナ
ス
五
一
〇
三
六

第
八
地
点

Ｘ
＝
マ
イ
ナ
ス
一
四
六
七
八
〇

）
、

（

、

Ｙ
＝
マ
イ
ナ
ス
五
一
〇
〇
九

第
九
地
点

Ｘ
＝
マ
イ
ナ
ス
一
四
六
七
九
四

Ｙ
＝
マ
イ
ナ
ス
五
一
〇
〇
〇

、
第
一
〇
地
点
（
Ｘ
＝
マ
イ
ナ
ス
一
四
六
七
九

）

〇
、
Ｙ
＝
マ
イ
ナ
ス
五
〇
九
九
〇

、
第
一
一
地
点
（
Ｘ
＝
マ
イ
ナ
ス
一
四
六

）

七
八
〇
、
Ｙ
＝
マ
イ
ナ
ス
五
〇
九
九
〇

、
第
一
二
地
点
（
Ｘ
＝
マ
イ
ナ
ス
一

）

四
六
七
四
〇
、
Ｙ
＝
マ
イ
ナ
ス
五
一
〇
〇
〇

、
第
一
三
地
点
（
Ｘ
＝
マ
イ
ナ

）

ス
一
四
六
七
一
〇
、
Ｙ
＝
マ
イ
ナ
ス
五
一
〇
四
〇
）
を
順
に
結
ぶ
直
線
に
よ
っ

て
囲
ま
れ
る
範
囲

指
定
範
囲
に
関
す
る
実
測
図
を
岡
山
県
教
育
委
員
会
及
び
総
社
市
教
育
委
員

会
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

地

籍

合

計

三
、
一
四
六
平
方
メ
ー
ト
ル

地

目

山
林

五

所

有

者

個
人

六

年

代

六
世
紀
中
葉
か
ら
後
半

七

指

定

理

由

緑
山
古
墳
群
は
総
社
市
上
林
に
所
在
し
、
三
須
丘
陵
の
北
西
、
標
高
約
四
五
メ
ー
ト
ル
の
緑
山
一

帯
に
位
置
す
る
。
六
世
紀
中
葉
か
ら
後
半
に
か
け
て
造
営
さ
れ
た
群
集
墳
で
、
現
在
一
九
基
が
確
認

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
一
七
基
は
横
穴
式
石
室
を
埋
葬
施
設
と
し
、
一
八
基
は
円
墳
で
あ
る
。
そ

の
な
か
で
も
六
・
七
・
八
号
墳
は
墳
丘
の
保
存
状
態
が
良
く
、
丘
陵
の
頂
部
に
三
基
が
並
ん
で
所
在

す
る
。
現
状
は
山
林
で
あ
る
。

昭
和
五
十
七
年
か
ら
五
十
九
年
に
か
け
て
、
岡
山
大
学
考
古
学
研
究
室
を
中
心
と
す
る
緑
山
古

墳
群
調
査
団
に
よ
り
、
一
・
四
・
六
・
七
・
八
号
墳
の
測
量
調
査
と
一
部
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
、

こ
の
地
域
の
横
穴
式
石
室
の
編
年
研
究
が
大
き
く
進
ん
だ
。
特
に
六
・
七
・
八
号
墳
は
、
吉
備
中
枢

地
域
に
所
在
す
る
横
穴
式
石
室
の
発
展
過
程
を
示
す
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

令
和
二
年
度
に
は
岡
山
県
教
育
委
員
会
に
よ
る
こ
う
も
り
塚
古
墳
調
査
事
業
の
一
環
と
し
て
、
六
・

七
・
八
号
墳
の
再
測
量
が
実
施
さ
れ
る
と
と
も
に
三
須
丘
陵
西
半
部
の
赤
色
立
体
図
も
作
成
さ
れ
、

周
辺
の
地
形
を
含
め
た
古
墳
群
の
検
討
が
可
能
と
な
っ
た
。

六
号
墳
は
直
径
一
五
・
六
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
二
・
四
メ
ー
ト
ル
を
測
る
円
墳
で
、
両

袖
式
の
横

り
ょ
う
そ
で

穴
式
石
室
を
内
部
主
体
と
す
る
。
石
室
全
長
は
現
存
長
で
六
・
二
メ
ー
ト
ル
、
玄

室
は
長
さ
三
・

げ
ん
し
つ
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七
メ
ー
ト
ル
、
幅
二
・
五
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
玄
室
の
奥
壁
は
横
方
向
に
長
い
小
振
り
の
石
材
を
六

段
積
み
上
げ
、
左
右
両
側
壁
も
基
底
石
を
含
め
て
五
、
六
段
積
み
上
げ
る
。
玄
室
形
態
に
は
畿
内
地

域
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
一
方
、
玄
門
に
立
柱
石
や
梱

石
を
配
置
す
る
点
な
ど
は
九
州
の
影
響
と

し
き
み
い
し

、

。

み
ら
れ

吉
備
に
お
け
る
横
穴
式
石
室
導
入
期
の
地
域
間
交
流
の
様
相
を
考
え
る
上
で
貴
重
で
あ
る

七
号
墳
は
直
径
約
三
○
・
○
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
四
・
五
メ
ー
ト
ル
を
測
る
円
墳
で
、
片
袖
式
の
横

穴
式
石
室
を
内
部
主
体
と
す
る
。
石
室
全
長
は
現
存
長
で
一
○
・
三
メ
ー
ト
ル
、
玄
室
は
長
さ
五
・

四
メ
ー
ト
ル
、
幅
二
・
六
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
玄
室
奥
壁
の
基
底
石
は
幅
二
・
一
メ
ー
ト
ル
の
大
型

石
材
と
細
長
い
石
材
の
二
石
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
上
部
に
三
、
四
段
の
石
材
を
積
み
上
げ
て
い
る
。

玄
門
の
袖
石
は
現
状
で
二
段
確
認
で
き
、
そ
の
上
に
楣

石
を
架
構
す
る
。
楣
石
が
羨

道
天
井
よ

ま
ぐ
さ
い
し

せ
ん
ど
う

り
一
段
下
が
り
、
袖
石
が
羨
道
内
側
に
突
出
し
な
い
玄
門
構
造
に
吉
備
地
域
に
お
け
る
地
域
色
の
発

現
が
認
め
ら
れ
る
点
は
、
奥
壁
石
材
の
大
型
化
と
合
わ
せ
て
、
石
室
の
変
遷
を
考
え
る
上
で
重
要
で

あ
る
。

八
号
墳
は
群
中
最
大
規
模
の
円
墳
で
、
直
径
約
三
三
・
○
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
六
・
○
メ
ー
ト
ル
で

あ
る
。
片
袖
式
の
横
穴
式
石
室
を
内
部
主
体
と
し
、
石
室
全
長
は
現
存
長
で
一
五
・
二
メ
ー
ト
ル
、

玄
室
は
長
さ
七
・
○
メ
ー
ト
ル
、
幅
二
・
九
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
玄
室
奥
壁
は
三
段
で
構
成
さ
れ
て

い
る
。
楣
石
は
幅
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
、
高
さ
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
大
型
の
石
材
を
使
用
し

て
い
る
。
玄
室
の
規
模
及
び
使
用
石
材
は
、
七
号
墳
か
ら
さ
ら
に
大
型
化
し
て
い
る
。

緑
山
六
・
七
・
八
号
墳
は
、
石
室
の
形
態
や
規
模
、
使
用
石
材
の
大
型
化
、
出
土
遺
物
な
ど
の
様

相
か
ら
、
六
世
紀
中
葉
か
ら
後
半
の
間
に
六
号
墳
、
七
号
墳
、
八
号
墳
の
順
に
築
か
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
三
基
の
古
墳
は
、
横
穴
式
石
室
と
い
う
新
し
い
埋
葬
方
式
が
当
地
域
に
普
及
、

定
着
す
る
時
期
に
造
営
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
石
室
に
は
畿
内
や
九
州
な
ど
他
地
域
に
由
来
す

る
特
徴
が
見
ら
れ
る
ほ
か
、
当
地
域
独
自
の
地
域
色
の
発
現
も
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
古
墳
群
の

南
東
約
一
・
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
所
在
す
る
史
跡
こ
う
も
り
塚
古
墳
は
、
全
国
で
も
屈
指
の
規
模
の

横
穴
式
石
室
（
全
長
一
九
・
九
メ
ー
ト
ル
）
を
有
す
る
前
方
後
円
墳
で
、
石
室
が
大
型
化
し
た
緑
山

八
号
墳
か
ら
直
接
首
長
系
譜
が
つ
な
が
る
可
能
性
を
も
つ
。
本
古
墳
群
は
吉
備
中
枢
域
に
お
け
る
首

長
墓
群
の
形
成
過
程
や
、
そ
の
背
景
と
な
る
他
地
域
と
の
関
係
な
ど
を
研
究
す
る
上
で
欠
く
こ
と
の

で
き
な
い
古
墳
群
で
あ
り
、
そ
の
学
術
的
価
値
は
高
い
。

一

指

定

番

号

記
第
一
一
九
号

二

種

別

名
勝

三

名

称

龍

城

院
庭
園

り
ゅ
う
じ
ょ
う
い
ん

四

所

在

地

浅
口
市
寄
島
町
六
八
八
一
番
地

一
及
び
六
八
八
四
番
地
の
一
部

―

範

囲

指
定
範
囲
に
関
す
る
実
測
図
を
岡
山
県
教
育
委
員
会
及
び
浅
口
市
教
育
委
員

会
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

地

籍

合

計

一
、
〇
五
八
平
方
メ
ー
ト
ル

地

目

境
内
地

五

所

有

者

宗
教
法
人
龍
城
院

六

年

代

江
戸
時
代

七

指

定

理

由

福
井
山
壽
福
寺
龍
城
院
は
竜
王
山
（
標
高
二
八
九
メ
ー
ト
ル
）
南
西
の
福
井
山
（
標
高
一
七
五
メ

ふ
く
い
さ
ん
じ
ゅ
ふ
く
じ

ー
ト
ル
）
南
中
腹
に
位
置
す
る
天
台
宗
寺
院
で
あ
る
。
寺
伝
に
よ
る
と
、
龍
城
院
は
承
和
五
（
八
三

八
）
年
に
最
澄
の
高
弟
の
一
人
で
あ
る
慈
覚
大
師
円
仁
が
開
基
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
寛
文
六
（
一

六
六
六
）
年
に
岡
山
藩
主
池
田
光
政
に
よ
る
社
寺
整
理
で
周
辺
一
二
坊
が
統
合
さ
れ
、
現
在
の
地
に

。

（

）

（

）

、

定
め
ら
れ
た

現
存
す
る
本
堂
は
元
禄
二

一
六
八
九

年
及
び
宝
暦
九

一
七
五
九

年
再
建
で

庫
裏
は
安
永
四
（
一
七
七
五
）
年
の
再
建
で
あ
る
。
庭
園
は
本
堂
の
北
側
背
後
に
位
置
し
、
隣
接
す

く

り
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る
庫
裏
の
北
西
側
に
当
た
る
。
江
戸
時
代
の
伽
藍
の
再
建
・
整
備
に
伴
い
、
現
在
の
形
に
整
え
ら
れ

が
ら
ん

た
と
考
え
ら
れ
る
。

庭
園
の
様
式
は
池
泉
座
観
式
で
、
視
点
場
は
庫
裏
の
北
西
部
の
書
院
に
あ
る
。
斜
面
裾
部
に
造
成

ち
せ
ん
ざ
か
ん

さ
れ
た
護
岸
石
組
の
池
に
は
中
島
が
一
島
浮
か
び
、
背
後
の
福
井
山
を
借
景
と
し
て
取
り
込
む
。
ま

た
、
敷
地
造
成
の
際
に
削
り
出
し
た
斜
面
地
に
主
景
と
な
る
二
段
落
ち
の
滝
を
築
く
。
現
在
、
滝
か

ら
は
水
が
流
れ
落
ち
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
世
の
改
修
と
推
測
さ
れ
、
当
初
は
そ
の
上
部
の
立
石
を

含
め
た
三
段
落
ち
の
枯

滝
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
池
に
面
し
た
斜
面
裾
付
近
に
は
幅
広

か
れ
た
き

く
豪
壮
な
枯
滝
を
造
成
し
、
そ
の
足
元
に
池
が
広
が
る
情
景
が
造
出
さ
れ
て
い
る
。

敷
地
造
成
に
よ
り
現
出
し
た
地
形
を
巧
み
に
活
か
し
て
築
造
さ
れ
た
幅
広
く
豪
壮
な
枯
滝
は
、
県

内
で
も
希
少
な
事
例
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
岡
山
県
の
庭
園
文
化
及
び
そ
の
築
造
技
術
を
考
え
る
う

え
で
重
要
と
高
く
評
価
で
き
る
。

一

指

定

番

号

記
第
一
二
○
号

二

種

別

名
勝

三

名

称

夫
婦
岩

め
お
と
い
わ

四

所

在

地

高
梁
市
成
羽
町
布
寄
二
六
〇
三
番
地

地

籍

合

計

四
、
七
八
四
平
方
メ
ー
ト
ル

地

目

山
林

五

所

有

者

国
司
神
社

六

指

定

理

由

夫
婦
岩
は
、
高
梁
市
街
地
か
ら
西
に
約
一
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
成
羽
町
布
寄
に
所
在
す
る
。

高
梁
市
域
を
北
西
か
ら
南
東
に
貫
流
す
る
成
羽
川
中
流
左
岸
の
台
地
上
に
並
び
立
つ
二
つ
の
巨
岩

で
、
東
（
台
地
）
側
が
高
さ
約
一
二
メ
ー
ト
ル
、
西
（
谷
）
側
が
高
さ
約
一
六
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

地
元
で
は
夫
（
東
側
）
と
子
を
抱
く
妻
（
西
側
）
に
見
立
て
て
夫
婦
岩
と
呼
ん
で
い
る
。

夫
婦
岩
周
辺
は
、
古
生
代
石
炭
紀
か
ら
ペ
ル
ム
紀
に
か
け
て
の
石
灰
岩
地
帯
で
、
西
に
細
く
伸
び

た
尾
根
部
が
節
理
に
沿
っ
て
縦
方
向
に
侵
食
さ
れ
た
結
果
、
複
数
の
塔
状
地
形
が
形
成
さ
れ
、
不
安

定
と
な
っ
た
岩
塊
は
崩
落
し
、
崩
落
を
免
れ
た
岩
塊
が
柱
状
に
残
っ
た
も
の
が
夫
婦
岩
と
考
え
ら
れ

る
。
夫
婦
岩
は
吉
備
高
原
の
隆
起
と
節
理
に
富
ん
だ
石
灰
岩
の
風
化
と
侵
食
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
自

然
の
貴
重
な
造
形
物
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
巨
岩
は
、
川
面
か
ら
の
比
高
約
二
五
○
メ
ー
ト
ル
の
断
崖
上
に
屹
立
し
、
周
辺
の

景
観
を
見
下
ろ
す
そ
の
雄
姿
が
存
在
感
を
示
す
。
ま
た
、
夫
婦
岩
を
望
む
展
望
は
、
成
羽
川
の
渓
谷

美
と
そ
の
両
岸
に
広
が
る
布
寄
・
布
賀
の
山
並
み
と
相
俟
っ
て
壮
大
な
眺
望
景
観
を
形
成
し
て
い

ま

る
。地

域
で
は
夫
婦
岩
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
あ
り
、
古
く
か
ら
夫
婦
岩
は
夫
婦
円
満
・
家
内
安
全
等
を

祈
願
す
る
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
平
成
十
七
（
二
○
○
五
）
年
に
は
「
高
梁
夫
婦
岩
の
会
」
が
組
織

さ
れ
、
展
望
台
や
遊
歩
道
を
整
備
し
、
春
に
は
菜
の
花
祭
り
、
夏
に
は
ひ
ま
わ
り
祭
り
の
イ
ベ
ン
ト

を
開
催
す
る
な
ど
、
夫
婦
岩
の
保
存
と
活
用
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

夫
婦
岩
は
、
自
然
の
造
り
だ
し
た
無
二
の
造
形
物
で
あ
り
、
地
域
の
特
徴
あ
る
地
勢
的
な
景
観
の

中
に
あ
っ
て
壮
大
な
眺
望
景
観
を
形
成
し
、
地
元
で
も
古
く
か
ら
価
値
あ
る
対
象
と
し
て
認
め
ら
れ

て
き
た
。
地
域
の
歴
史
や
生
活
に
も
関
わ
り
、
価
値
あ
る
名
勝
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
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